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(57)【要約】
【課題】穀物を原料に使用して発酵飲料を製造する際、安定性や香味といった特性を満足
する飲料を提供する技術を提供する。
【解決手段】穀物のタンパク分解物を用い、麦芽および大麦を全く使用しない発酵飲料の
製造方法において、製造される発酵飲料中の残存窒素源の量を1～10（mg/100ml）の間に
コントロールすることにより、旨味を高め、且つ発酵酒の保存安定性を高める。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
穀物のタンパク分解物を用い、麦芽および大麦を全く使用しない発酵飲料の製造方法にお
いて、製造される発酵飲料中の残存窒素源の量を1～10（mg/100ml）の間にコントロール
することを特徴とする、前記製造方法。
【請求項２】
発酵原液のアミノ態窒素量を10～20（mg/100ml）にすることにより、製造される発酵飲料
のアミノ態窒素量を1～10（mg/100ml）の間にコントロールする、請求項１記載の発酵飲
料の製造方法。
【請求項３】
穀物が小麦、米、そば、ソルガム、粟、ひえ、豆類、またはコーンから選択される、請求
項１または２記載の発酵飲料の製造方法。
【請求項４】
穀物が豆類である、請求項３記載の発酵飲料の製造方法。
【請求項５】
穀物が小麦、大豆またはコーンである、請求項３記載の発酵飲料の製造方法。
【請求項６】
穀物が非麦穀物である、請求項１または２記載の発酵飲料の製造方法。
【請求項７】
発酵飲料の安定化方法であって、穀物のタンパク分解物を用い、麦芽および大麦を全く使
用しない発酵飲料の製造方法において、製造される発酵飲料中の残存窒素源の量を1～10
（mg/100ml）の間にコントロールすることを特徴とする、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーンなどの非麦穀物を原料とした発酵飲料に関する。中でも、安定性に優
れ、香味の良好なビールテイスト飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ビールテイスト飲料など発酵飲料において未発芽穀物原料100％使用で醸造
する試みがしばしば行われてきている。しかしこのような発酵原料を使用する場合には、
克服すべき種々の問題がある。
【０００３】
　一つの問題は、従来のビールや発泡酒の仕込みと異なっており、麦芽に内在する酵素（
例えばアミラーゼ類やプロテアーゼ類）が含まれておらず、それぞれ外部からの数種の酵
素を組み合わせて作用させる必要があったが、このようにして製造した糖化液は、外部酵
素の反応が充分に働かず、発酵工程での酵母の栄養源である糖類やアミノ酸類が発酵に必
要な目的の量に達しない場合も生じる可能性があったことである。この問題に対処するた
め、本発明者らは、穀物原料から、デンプン画分とタンパク質画分を分画し、両画分をそ
れぞれ外部酵素で処理して、デンプン分解物およびタンパク分解物としてから、発酵工程
の仕込み液の原料として用いれば、仕込工程での不具合が解消することを見出し、特願２
００５－８０７０８として出願している。
【０００４】
　別の問題は、非麦穀物、中でもコーンはデンプン画分とタンパク質画分を分画して使用
した際に、ビタミンやミネラル類が欠乏し、発酵工程での発酵不良を招くことであった。
この問題に対処するため、本発明者らは特願２００５－８８２１８において、特定の性質
を有する酵母エキスを発酵助剤として用いることを提案している。
【０００５】
　さらに別の問題は、未発芽穀物原料100％使用の発酵原料で醸造したビールテイスト飲
料は、香味の点で改良の余地があり、さらに保存の面での品質の安定性に改善の余地があ
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ることである。
【特許文献１】特願２００５－８０７０８
【特許文献２】特願２００５－８８２１８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって本発明は、コーン等の穀物を分画加工した原料を使用して発酵飲料を製造す
る際、安定性や香味といった特性を満足する飲料を提供する技術を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、特願２００５－８０７０８の開示にしたがって、コーンなどの穀物を分
画加工した原料を使用して発酵飲料を製造する場合において、製造される発酵飲料に含ま
れるアミノ態窒素量が香味や安定性に与えるのではないかと考え、その影響を詳細に検討
した。その結果、製造される発酵飲料中のアミノ態窒素量を一定の範囲にコントロールす
れば、ビールテイスト飲料の製品の品質、嗜好度を高めることが可能であることを見出し
た。更に、ビールテイスト飲料のアミノ態窒素量の調整は、発酵工程での穀物由来のタン
パク分解物など窒素源の使用量を制御することにより達成できることを見出した。
【０００８】
　これによって穀物由来タンパク分解物などの窒素源を発酵飲料に最適量使用することに
より、香味品質、劣化耐性を損なわない、高嗜好度のビールテイスト飲料を提供する技術
を完成した。
【０００９】
　〔発明の効果〕
　本発明により、穀物原料を分画加工した原料を使用する発酵飲料の製造において、発酵
飲料中の残存窒素含量を調整し、香味品質、劣化耐性を損なわない高嗜好度のビールテイ
スト飲料を提供することができる。以下、発酵飲料の代表としてビールテイスト飲料（以
下、ビールテイスト飲料と呼ぶこともある）を例にして、本発明を説明するが、以下の説
明は特に記載がない限り、発酵飲料一般にあてはまる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　アミノ態窒素量のコントロール
　穀物原料を分画加工したものを主な発酵原料として使用し、麦や麦芽を全くまたは少量
しか使用せずにビールテイスト飲料を製造する場合には、ビールテイスト飲料中の残存ア
ミノ態窒素量を最適にコントロールすることが、望ましい風味および保存安定性を付与す
る決め手の一つであることが判明した。残存アミノ態窒素量が少なすぎると、旨味、コク
が不十分となり、残存アミノ態窒素量が多すぎるとビールテイスト飲料の保存安定性が損
なわれる。従って、本発明の方法においては、ビールテイスト飲料中に残存するアミノ態
窒素量を、一定範囲内、特に1～10（mg/100ml）の間、より好ましくは3～8（mg/100ml）
の間にコントロールする。ビールテイスト飲料の残存アミノ態窒素の主成分は、グルタミ
ン酸等のアミノ酸であり、その量は公知の方法、例えばニンヒドリン呈色反応で測定する
ことができる。
【００１１】
　ビールテイスト飲料に残存するアミノ態窒素を上記の範囲にコントロールするためには
、例えば、発酵原液のアミノ態窒素量を所定の値、例えば10～20（mg/100ml）にする。そ
のためには、穀物原料（例えばコーン）から分画したタンパク画分の使用量を1～10ｇ/L
程度とする。但し、本発明のビールテイスト飲料の製造においては、発酵原料中に麦およ
び／または麦芽を２５％程度未満まで使用してもよく、および／または特願２００５－８
８２１８の開示に従って酵母エキスを用いてもよく、それらの場合には麦、麦芽および／
または酵母エキスの使用量に応じて穀物原料由来のタンパク画分の使用量は上記範囲より
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若干低くてもよい。
【００１２】
　残存アミノ態窒素は、発酵工程における酵母の資化量でもコントロールできる。この場
合は発酵工程条件、例えば温度にて酵母の増殖程度をコントロールすることで残存アミノ
態窒素量を制御することができる。
【００１３】
　穀物
　穀物の例は、コーン、麦芽や大麦などの麦、米、そば、ソルガム、粟、ひえ、および大
豆やエンドウといった豆類である。
【００１４】
　これら穀物のうち、コーンは、タンパクの構成アミノ酸中に、ロイシンを非常に豊富に
含むことがわかっている。ロイシンは発酵飲料、特にビールテイスト飲料の良好な香味の
前駆体であることから、コーンを好適に用いることができる。コーンは麦芽同様に発芽さ
せて用いようとしても、仕込工程での酵素分解の不良により、発酵不良等の問題を伴うが
、本発明にしたがい、成分を分画してから用いると発酵不良の問題が解消される。コーン
は発芽コーン、未発芽コーンのいずれも本発明に使用できるが、未発芽のコーンの使用が
好適である。
【００１５】
　コーンの種類はデントコーン、フリントコーン、ポップコーン、ワキシーコーン等特に
限定されない。このうち、デントコーンがビールテイスト飲料の原料として適している。
コーンは、粒状コーンを粉砕して用いてもよいし、デンプンやペプチドが未分画であれば
、コーングリッツやコーンフラワーといった加工品を出発原料として用いても良い。
【００１６】
　穀物の成分の分画
　本発明においてはコーンなどの穀物を各成分に分画してから発酵原料とする。分画によ
り、少なくともデンプン画分およびタンパク画分に分画する。分画方法に特別の制限はな
いが、例えば、以下の工程で行うことができる。
【００１７】
　コーンを浸漬水に浸漬する（浸漬温度はほぼ室温、浸漬時間は48時間程度である）；吸
水したコーンを粉砕する（好ましい粉砕条件としては、ディスクミルである）；粉砕後、
水面に浮かんだ胚芽を分離する；胚芽を分離した粉砕コーンを磨砕する（好ましい磨砕条
件はディスクミルである）；磨砕後のコーンを篩に通し、篩上に残った繊維画分を分離す
る（好ましい篩は50～100μｍ程度である）、遠心分離などで比重の違いに基づいてデン
プン画分とタンパク画分とを分離回収する。あるいはこれを、遠心分離で分離しても良い
。
【００１８】
　分画成分の酵素分解
　デンプン画分の糖化は、醸造用糖化液の調製のための公知の方法で行うことができる。
例えば、外部酵素として液化酵素（アミラーゼ）を用い、スターチ分解物（コーン糖化ス
ターチ）を調製することができる。液化酵素の種類、使用量、酵素反応温度、酵素反応時
間は、製造すべき発酵飲料に応じて適宜決定できるが、ビールテイスト飲料の製造を目的
とする場合で例示すると例えば、以下のとおりである。
【００１９】
　ｐＨを水酸化カルシウムを使いｐＨ６に調整し、耐熱αアミラーゼ（ターマミル１２０
Ｌ：ノボ社）を適量（０.０２５～０.５％）添加し、よく混合し攪拌しながら１０３℃で
５分間加熱を行う。温度を９５℃に下げ、９０分間保持する。温度を６５℃に下げβアミ
ラーゼ・プルラナーゼ酵素として、ビオザイムＭ５（アマノエンザイム社）やライスター
ゼＰＬ（大和化成）を０.０１～０.１％添加して、約２０時間攪拌する。それを８０℃以
上まで昇温を行い酵素類を失活させる。この糖液を珪藻土で濾過し、イオン交換樹脂を通
して脱塩を行い、活性炭で脱色・脱臭し、デンプン分解物（コーン糖化スターチ）液を得
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ることができる。分解が酵母発酵に適する程度に達成されたか否かは資化性糖をＨＰＬＣ
で測定することにより調べることができる。
【００２０】
　得られたデンプン分解物（コーン糖化スターチと称することもある）の溶液は、そのま
までまたは適宜濃縮もしくは希釈して用いることもできるが、微生物的に安定な程度、例
えば固形分７５％まで減圧濃縮することが好ましい。
【００２１】
　タンパク画分の分解は、発酵段階で酵母が利用するアミノ酸やペプチドといったタンパ
ク分解物を得るために行う。分解のために使用可能な酵素および酵素反応方法は一般に公
知であり、例えば以下の方法で分解することができる。
【００２２】
　タンパク画分を固形分で３０％になるように温水に懸濁し、殺菌のため９５℃に昇温し
２０分間保持する。温度を５０℃に下げ、水酸化ナトリウムと塩酸で中性になるようｐＨ
を調整し、フレーバーザイム（ノボ社）やプロチンＦＡ（大和化成）といったプロテアー
ゼを０.1～１.０％程度添加し２０時間反応させる。分解度は遊離アミノ酸が２０％以上
になるのを目処とし、酵素失活のため９５℃に昇温し２０分間保持する。この反応液を、
珪藻土で濾過し、活性炭で脱色・脱臭を行いコーン蛋白分解液を得た。酵母発酵に適する
まで分解されたか否かはＨＰＬＣにより調べることができる。
【００２３】
　得られたコーン蛋白分解液は、そのままでまたは適宜濃縮もしくは希釈して用いること
もできるが、固形分３０％まで減圧濃縮し、１０５℃にて５～１０秒間スプレードライし
てコーン蛋白分解物の粉末としても良い。
【００２４】
　繊維画分の高温高圧処理
　繊維画分は、高温高圧の流体（例えば、飽和水蒸気や、水など）で処理することで、ビ
ールテイスト飲料用の着味着香原料として好適に用いることができる。流体処理時の流体
の温度は約１７０℃～２００℃であれば特に限定されない。前記温度範囲のうち、１８０
℃～２００℃であるのが好ましい。処理温度が１７０℃未満であるとコクや刺激感の付与
に寄与する成分の増大効果が少なく、また、２００℃より高い場合、バニリンの生成量が
急激に増大し、バニラ香が強くなり、香味の設計によっては発酵飲料の原料としては適さ
なくなる場合がある。
【００２５】
　また、繊維画分にコーングリッツなど他のコーン由来成分を混ぜて処理してもよい。流
体処理は低酸素濃度下で行うことが望ましい。
　発酵飲料の原料中、高温高圧処理したコーンの繊維画分の添加量は、良好な香味の発酵
飲料が得られる範囲であれば、特に限定されないが、例えば、水を除く原料当たり、0.01
～1％程度添加することができる。
【００２６】
　発酵飲料
　本発明の発酵飲料は、酵母による発酵工程を経て製造される飲料を全て包含する。例え
ば、発泡酒、ビール、低アルコール発酵飲料（例えばアルコール分１％未満の発酵飲料）
、雑酒、リキュール類、スピリッツ類が挙げられる。そのなかでもビールテイスト飲料と
は、炭素源、窒素源、ホップ類などを原料とし、酵母で発酵させた飲料であって、ビール
のような風味を有するものをいう。ビールテイスト飲料としては、例えば、雑酒、リキュ
ール類、スピリッツ類、低アルコール発酵飲料（例えばアルコール分１％未満の麦芽発酵
飲料）などが挙げられる。
【００２７】
　本発明の発酵飲料のアルコール分は特に限定されないが、１～１５％（ｖ/ｖ）である
ことが望ましい。特にビールや発泡酒といった麦芽発酵飲料として消費者に好んで飲用さ
れるアルコールと同程度の濃度、すなわち、３～８％（ｖ/ｖ）の範囲であることが望ま
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しい。
【００２８】
　炭素源、窒素源
　炭素源としては、米、コーンなどの穀物類を糖化して得た糖液や、糖類そのものから得
た糖液などを用いることができる。発酵原液中の添加量は、100～150ｇ/L程度が好ましい
。
【００２９】
　窒素源としては、コーンなど植物由来のタンパク質もしくはその加水分解物を利用する
ことができる。市販のタンパク分解物を用いても良い。
　本発明において、製造されるビールテイスト飲料のアミノ態窒素量を1～10（mg/100ml
）にすることが肝要である。例えば、発酵原料中の窒素源の使用量を調節することにより
、ビールテイスト飲料のアミノ態窒素量が1～10（mg/100ml）になるように調節する。そ
のためには、他の原料の種類や配合量にもよるが、主な窒素源をコーンタンパク分解物と
する場合、発酵原液中への添加量は、1～10g/L程度程度が好ましい。
【００３０】
　本発明は、麦（麦芽および大麦）は全くまたは僅かしか使用しない発酵飲料に好適に用
いることができる。具体的には、麦（麦芽および大麦）の使用比率が水を除く原料中の重
量比で25％以上の場合、窒素源は麦から十分に供給されることから本発明の技術を用いる
必要はない。
【００３１】
　従って、本発明においては、麦（麦芽および大麦）の使用比率は、水を除く原料中の25
重量％未満の場合に好適に用いることができる。
　麦芽など麦を用いる場合には、内部酵素または外部酵素を用いて、定法により仕込み工
程を経てから発酵原液に混合すればよい。
【００３２】
　発酵飲料の製造
　本発明においては、発酵飲料の原料として、コーンを分画して加工したデンプン分解物
およびタンパク分解物を用いて、場合によりホップ類を加えて混合し、混合液を煮沸し、
固液分離した清澄な発酵原液に酵母を添加し酵母発酵を行う。なお、固液分離は発酵後に
も或いは発酵後にのみ行ってもよい。
【００３３】
　より詳細に説明すると、発酵飲料の製造のために下記の成分を用意して混合する：
(1) デンプン分解物の使用量は、水とホップ（使用される場合）を除く原料当たり、0.1
～99％程度使用することができる。デンプン分解物は、前述の方法でコーンを酵素処理し
て得たものが好ましいが、コーンを原料とする市販の糖化スターチや水飴などを用いても
良い。
(2) 一方、タンパク分解物の使用量は、発酵原液当たり、0.1～50g/L使用することができ
る。タンパク分解物は前述の方法でコーンから分画して外来酵素で分解して得たものが好
ましいが、市販のコーンタンパク分解物（コーンペプチド）などを用いても良い。
【００３４】
　また、発酵のための糖源として麦芽など多量の酵素を有する原料を用いない本発明の好
ましい態様の場合、例えば、水とホップ（使用される場合）を除く原料当たり、９５～99
.9％のスターチ分解物と、発酵原液当たり、1～10g/Lを配合すると、発酵工程における発
酵不良の回避や、得られる発酵飲料の優れた香味の面で好ましい。
(3) ホップの使用は、ビールテイスト飲料、発泡酒、リキュール類、スピリッツ類を含む
ビール等の製造の場合においては、ビール用の風味を与えるために必要である。ホップは
ビール等の製造に使用する通常のペレットホップ、粉末ホップ、ホップエキスを香味に応
じて適宜選択使用する。さらに、イソ化ホップ、ヘキサホップ、テトラホップなどのホッ
プ加工品を用いることもできる。その使用量は、糖液１Ｌ当たり0.1～10ｇまでである。
(4) また所望成分として、非麦穀物の分画の途中で分離されたデンプン画分とタンパク画
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分以外の画分を、所望により適宜加工して用いることができる。この中でも、繊維画分は
、例えば170℃から200℃程度の高温高圧水蒸気で処理することで、ビールテイスト飲料用
の着味着香原料として好適に用いることができる。その添加量は水とホップ（使用される
場合）を除く原料当たり、0.01～1％程度が好ましい。
(5) 発酵原料には、また、必要に応じ、酵母エキス、イーストフードなどの発酵助剤、そ
の他の糖源、窒素源などを添加剤することができる。
【００３５】
　上記成分(1) および(2)、および必要に応じて(3)および(4)の一部ないしまたは全部、(
5) の一部または全部を混合し、水に分散して、約１００℃に加熱滅菌し、必要なら上清
を分離して発酵原液とする。
【００３６】
　発酵飲料の製造に使用する酵母は、製造すべき発酵飲料の種類、目的とする香味や発酵
条件などを考慮して自由に選択できる。例えばWeihenstephan-34株など、市販のビール酵
母を用いることができる。
【００３７】
　発酵飲料の製造における発酵時間、発酵温度は、製造すべき発酵飲料の種類、目的とす
る香味や発酵条件などを考慮して自由に選択できる。例えば、ビールテイスト飲料の製造
においては、発酵温度を１３℃に設定して、所定のアルコール濃度を得るまで発酵を行う
。
【００３８】
　発酵後の混合物は、そのままで発酵飲料としてもよく、濾過、加熱等の滅菌を行って発
酵飲料としてもよい。発酵飲料には、必要に応じて色素や泡形成剤、香料、水溶性食物繊
維などを添加することができる。色素についてはビール様の色を与えるために使用するも
のであり、カラメル色素などをビール様の色彩を呈する量添加する。ビール様の泡を形成
させるため、大豆サポニン、キラヤサポニン等の植物抽出サポニン系物質、牛血清アルブ
ミン等のタンパク質系物質などを適宜使用する。ビール様の風味付けのためにビール風味
を有する香料を適量使用することができる。さらに難消化性デキストリン、ポリデキスト
ロース、水溶性トウモロコシ繊維などの水溶性食物繊維を必要により添加することができ
る。
【００３９】
　低糖質または低カロリー発酵飲料
　本発明の技術は低糖質発酵飲料に適用することもできる。低糖質とは、発酵飲料中の糖
質濃度が、固形分換算で0.8重量％、特に0.5重量％未満であることを意味する。低糖質で
あることが好ましい発酵飲料には、清酒、ワイン、ビール、発泡酒、リキュール類、スピ
リッツ類、雑酒、ビールテイスト発酵飲料などが含まれる。特に発泡酒、ビールテイスト
発酵飲料が好ましく、特にビールテイスト発酵飲料が好ましい。
【００４０】
　低糖質発酵飲料の製造方法の一つとして、発酵が終了した発酵液を水などで希釈する方
法がある。このとき、希釈率は通常は任意であるが、本発明の示す残存窒素源の量となる
ように希釈することで、安定性に優れ、香味の良好な低糖質発酵飲料を製造することがで
きる。希釈は水により行うが、このとき低糖質発酵飲料に不足する呈味物質を補うため、
酸味料、甘味料、苦味料、アルコールを一緒に添加してもよく、あるいは呈味物質の補足
は、希釈操作後に別途行うこともできる(特願2005-157921)。
【００４１】
　糖質の低下は希釈による方法の代わりに、または希釈による方法と組み合わせて、炭素
源として酵母が資化しやすい3糖類、2糖類および単糖類の比率を高めた(例えば全炭素源
の80%以上にした)、発酵原料を用いることで行うことも可能である(特願2005-157921)。
【００４２】
　また、別の好適の飲料の例として、低カロリー飲料、特にビールテイストの低カロリー
発酵飲料が挙げられる。低カロリー飲料は、カロリーが20kcal/100ml未満の飲料で、低糖
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質および/または低アルコールとすることによって実現することができることから、同様
に本発明の技術を用いることができる。
【実施例】
【００４３】
　以下に実施により本発明をさらに説明するが、本発明は実施例に限定されるものではな
い。
　実施例1
　ビールテイスト飲料のアミノ態窒素量が香味や安定性に与える影響を検討した。
【００４４】
　表1に記載の原料で各種ビールテイストの発酵飲料を調整した。原料はいずれも市販の
ものを用いた。窒素源としてコーンタンパク分解物、大豆タンパク分解物、小麦タンパク
分解物を用いた。なお酵母発酵促進剤として酵母エキスを用いた。酵母エキスを一定量と
し、各種タンパク分解物の添加量は、目標のアミノ態窒素量の飲料が得られるように添加
量を調整した。
【００４５】
【表１】

 
【００４６】
　これら6試料について、定法によりホップ煮沸、清澄化、糖化液冷却、発酵、濾過瓶詰
を行った。これらの操作により、6種類のビールテイスト飲料を得た。得られた飲料につ
いて、硫化水素濃度、飲用時のコクの有無、および保存安定性を評価した。
【００４７】
　硫化水素濃度は、発酵終了時のヘッドスペースガス中の濃度をGC法で測定した。測定条
件は次のとおりとした。カラム：パックドカラム（島津製作所製）、カラム温度：80～10
0℃、キャリアガス：窒素、検出器：FPD。
【００４８】
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　コクは、訓練されたパネラー10名によって、飲用時のコクの有無を官能試験法により評
価した。試料の温度は5℃とした。保存安定性については、瓶詰した試料を28℃で3週間保
存し、劣化臭（カードボード臭）の有無を評価した。また、ビールテイスト飲料のアミノ
態窒素はニンヒドリン比色法を用いて測定した。なお、発酵原液や仕込み液のアミノ態窒
素を測定する場合も同じ方法を用いた。
【００４９】
　結果を表2に示す。アミノ態窒素量が0mg/100mｌの本発明外の飲料（試料1）は、窒素源
枯渇に起因すると思われる硫化水素発生にともなう腐卵臭があり、旨味、コクに欠けてい
た。また、アミノ態窒素量が20mg/100mｌの試料（試料4）は、旨味、コクは強かったもの
の、保存安定性が劣ることが判った。
【００５０】
　一方、アミノ態窒素量が1～10 mg/100mｌの本発明のビールテイスト飲料（試料2および
試料3）は、腐卵臭がなく、旨味、コクがあり、且つ保存安定性の良い飲料であった。
　すなわち、コーン等の穀物を分画加工した原料を使用して発酵飲料を製造する際には、
ビールテイスト飲料のアミノ態窒素量が1～10 mg/100mｌとなるようにすることで、香味
品質、劣化耐性を損なわない、高嗜好度のビールテイスト飲料を提供できることが判った
。
【００５１】
【表２】

 
【００５２】
　製造例1
　（発明品1）非麦発酵飲料の製造例
　市販の糖シロップを用いて100Lの10重量％の糖液を作成した。これにとうもろこしタン
パク分解物0.2%、カラメル0.03%、ホップ0.03%、高温高圧処理したコーンの繊維画分0.01
%を添加した後、発酵助剤として酵母エキスを0.2%添加し60-90分間煮沸し、静置にてホッ
プ粕を除去して発酵原液を得た。
【００５３】
　この発酵原液に0.5％の市販ビール酵母（Weihenstephan-34株）を添加し、10-15℃で約
一週間発酵させた。その後0℃で3日保管したのち、フィルターにて酵母を除去し、炭酸ガ
スを添加してビールテイスト飲料を作成した。この飲料中のアミノ態窒素量は5mg/100ml
であった。
【００５４】
　（発明品2）低麦芽使用比率の発酵飲料の製造例
　粉砕麦芽1.5kgを、10kgの仕込水と懸濁し、糖化槽内で攪拌温度調節にて糖化およびタ
ンパク分解を行った後、麦汁濾過にて加水しながらできるだけエキス分を回収した。そこ
にBrix75の市販糖シロップを12ｋｇ添加し、仕込水加水後、最終的に100Lの10重量%の糖
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酵母エキス0.1％を添加し60-90分間煮沸し、静置にてホップ粕を除去して発酵原液を得た
。
【００５５】
　この発酵原液に0.5％の市販ビール酵母（Weihenstephan-34株）を添加し、10-15℃で約
一週間発酵させた。その後0℃で3日保管したのち、フィルターにて酵母を除去し、炭酸ガ
スを添加してビールテイスト飲料を作成した。この飲料中のアミノ態窒素量は6mg/100ml
であった。
【００５６】
　（発明品3）低糖質、低カロリー発酵飲料の製造例
　仕込水85kgに対し、四糖類以上の糖組成が7%の糖シロップ(加藤化学製)を15kg、とうも
ろこしタンパク分解物200g(0.2重量%)、酵母エキス200g(0.2重量%)、カラメル色素200g、
ペレットホップ160g、高温高圧処理（180℃1.8MPa 1分）したコーンの繊維画分を10g加え
た。これらを60分間煮沸した後、静置してホップ粕を除き、発酵原液を得た。この発酵原
液に、ビール酵母(Weihenstephan-34株)を20×106cells/mlになるように添加し、温度13
℃にて8日間発酵させた。炭素源資化終了後、ろ過により酵母を取り除き、5Lの発酵後液
に対し15Lの脱気水にて4倍希釈し、炭酸ガスを加え、低糖質発酵飲料を作成した。この飲
料中のアミノ態窒素量は1.2mg/100mlであった。また得られた飲料の糖質濃度は0.46w/w%
、カロリーは12kcal/100ml、アルコールは1.5v/v%であった。糖質の量は0.46であった。
【００５７】
　なお、発明品３で用いたとうもろこしタンパク分解物およびとうもろこし繊維画分の高
温高圧処理加工品は、本出願と同日に本出願人によりされた特許出願（発明の名称：分画
したコーンを用いた発酵飲料）の実施例３および実施例４でそれぞれ製造されたものであ
る。
【００５８】
　発明品1,2,3ともに製造中、発酵不良は認められなかった。また、得られた発酵飲料は
、好適な香りとコクを有し、と十分な保存安定性を有していた。結果を表３に示す。
【００５９】

【表３】
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